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日吉津村農業委員会３月 月例総会議事録 
 

１．開 催 日 時  令和５年３月１０日(金)午後１時３０分から午後３時０２分 

 

２．場      所  日吉津村役場２階 第３会議室 

 

３．出  席  者  委員  ８人 

       会長    ５番  齋下 博三 

       委員    １番  上野 秀雄 

２番  川口 剛敏 

３番  山﨑 博 

             ７番  川原 邦建 

８番  山西 昇 

             ９番  長谷 昭宏 

            １０番  生村 好実 

 

農業委員会事務局職員 事 務 局 長 益田 英則 

 事 務 局 高森 彰 

 

４．欠 席 者      ４番  三鴨 真樹 

             ６番  林原 美代子 

 

５．議 事 日 程 

日程第 １ 会議録署名委員の指名 

   日程第 ２ 諸般の報告について（行事報告） 

日程第 ３ 報告第 ６ 号 農用地利用配分計画の認可について 

日程第 ４ 議案第 ６ 号 農地法第３条の規定による許可申請について 

   日程第 ５ 議案第 ７ 号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

   日程第 ６ 議案第 ８ 号 日吉津村農用地利用集積計画について 

   日程第 ７ 議案第 ９ 号 農用地利用配分計画(案)に係る意見について 

   日程第 ８ 議案第１０号 日吉津村農作業標準賃金について 

   日程第 ９ 議案第１１号 農地に係る賃借料情報の公表について 

日程第１０ その他 

① ４月 月例総会の開催について 

② 日吉津村総合振興計画審議会委員の推薦について 

          その他 

 

６．会議の概要 

局長     ただいまから令和 5年 3月、日吉津村農業委員会月例総会を開会いたします。

出席委員は在任委員 10 名中 8 名で、定足数に達しておりますので、総会は成立

しております。なお、三鴨委員･林原委員からは欠席の届出をいただいておりま

す。 

それでは、会長より開会の挨拶をお願いいたします。 

議長     いい天気になりました。本日は案内に無い議案もあります。空気が乾燥して

いて枯草火災が問題となっておりますが、野焼きか草焼きか違いを明確にする

ため、意見交換を行いたいと思います。 

 それでは、日程に従って進めて参りたいと思います。 
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議長     日程第 1、会議録署名委員さんの指名をさせていただきます。今月は 7番・川

原委員さん 8番・山西委員さんにお願いいたします。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     続きまして日程第 2、諸般の報告。行事報告を事務局からお願いします。 

 

〔事務局 行事報告説明〕 

 

議長     諸般の報告が事務局よりございました。 

       発言される際は、挙手をし、会長より指名を受け、番号・氏名を言ってから

発言をお願いします。 

皆さんご意見・ご質問はありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようでしたら、次の日程に移らせていただきます。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 3、報告第 6号、農用地利用配分計画の認可について事務局より説明を

お願いいたします。 

 

〔事務局 報告第 6号、農用地利用配分計画の認可について説明〕 

 

議長     報告第 6 号、農用地利用配分計画の認可につきまして、皆さんご意見・ご質

問はありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようですので次に移ります。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 4、議案第 6号、農地法第 3条の規定による許可申請について事務局よ

り説明をお願いいたします。 

 

〔事務局 議案第 6号、農地法第 3条の規定による許可申請について説明〕 

 

議長     議案第 6 号、農地法第 3 条の規定による許可申請につきまして、皆さんご意

見・ご質問はありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようですので採決に入ります。承認される方の挙手を求めます。 

 

〔挙手全員〕 
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議長     承認されました。ありがとうございました。次に移ります。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 5、議案第 7号、農地法第 5条第 1項の規定による許可申請について事

務局より説明をお願いいたします。 

 

〔事務局 議案第 7号、農地法第 5条第 1項の規定による許可申請について説明〕 

 

議長     議案第 7 号、農地法第 5 条第 1 項の規定による許可申請につきまして、皆さ

んご意見・ご質問はありませんか。 

 

川口委員   資料に譲渡・譲受とあるが、この議案は売買か貸借か。 

 

事務局    貸借です。譲渡を借渡、譲受を借受に訂正をお願いいたします。 

 

山﨑委員   面はかまわないのか。シート等はかけないのか。 

 

事務局    確認いたします。 

 

議長     終了後は原状回復の確約文書をとること。 

 

山﨑委員   ほこり等で周囲に迷惑がかからないようにしてほしい。 

 

議長     他にありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようですので採決に入ります。承認される方の挙手を求めます。 

 

〔挙手全員〕 

 

議長     承認されました。ありがとうございました。次に移ります。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 6、議案第 8号、日吉津村農用地利用集積計画について事務局より説明

をお願いいたします。 

 

〔事務局 議案第 8号、日吉津村農用地利用集積計画について説明〕 

 

議長     議案第 8 号、日吉津村農用地利用集積計画につきまして、皆さんご意見・ご

質問はありませんか。 

 

山﨑委員   村有地の借賃は 4,000円/10aか。 

 

事務局    本当は6,000円/10aですが、残ったところの耕耘を条件に4,000円/10aです。 
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川原委員   トラクターを所有してないのに耕耘ができるのか。 

 

事務局    トラクターは借りておられます。 

 

議長     他にありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようですので採決に入ります。承認される方の挙手を求めます。 

 

〔挙手全員〕 

 

議長     承認されました。ありがとうございました。次に移ります。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 7、議案第 9号、農用地利用配分計画(案)に係る意見について事務局よ

り説明をお願いいたします。 

 

〔事務局 議案第 9号、農用地利用配分計画(案)に係る意見について説明〕 

 

議長     議案第 9 号、農用地利用配分計画(案)に係る意見につきまして、皆さんご意

見・ご質問はありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     採決に入ります。承認される方の挙手を求めます。 

 

〔挙手全員〕 

 

議長     承認されました。ありがとうございました。次に移ります。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 8、議案第 10 号、日吉津村農作業標準金額について事務局より説明を

お願いいたします。 

 

〔事務局 議案第 10号、日吉津村農作業標準金額について説明〕 

 

議長     議案第 10号、日吉津村農作業標準金額につきまして、皆さんご意見・ご質問

はありませんか。 

 

上野委員   日吉津村は低いから昨年は値上げした。その時、来年も上げようという話に

なっていたがどうか。 

 

議長     大規模法人に意見を聞いてみてほしい。 

 

山﨑委員   草刈賃は保全会と比較してみてはどうか。 
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川口委員   県の最低賃金も上げる動きがある。 

 

議長     4 月総会で再度審議します。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 9、議案第 11 号、農地に係る賃借料情報の公表について事務局より説

明をお願いいたします。 

 

〔事務局 議案第 11号、農地に係る賃借料情報の公表について説明〕 

 

議長     これも 4 月総会で再度審議します。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 10、その他①4月月例総会の開催日について、事務局案では 4月 10日

午後 1時 30分ということですが、よろしいですか。 

 

〔良いという声あり〕 

 

議長     それでは事務局案で決定します。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     その他②日吉津村総合振興計画審議会委員の推薦について事務局より説明を

お願いいたします。 

 

〔事務局 その他②、日吉津村総合振興計画審議会委員の推薦について説明〕 

 

議長     三鴨委員に留任をお願いします。 

 

議長     その他で何かありませんか。 

 

川口委員   草焼きについて、防災無線等で注意喚起とかはしないのか。 

 

局長     野焼きは特別扱いですが、早急に防災無線で注意喚起を行います。 

 

山﨑委員   草焼きを村認定耕作者がするのはどうかと思う。 

 

川原委員   資材高騰補助金は水稲 10a分を引いて出すということであったが、面積全て 

に出ている。 

 

議長     5月末までに返還してもらう事を考えるように。 

 

山﨑委員   農地情報に変化はないか。 

 

事務局    ありません。 

 



6 

議長     村外耕作者との意見交換を実施。 

 

川口委員   借地が荒れている。耕作者と地主の協議が必要。 

 

山﨑委員   再生協で行うのが本当だと思う。 

 

事務局    積立が満期になるが、続けて積立をするかどうか協議をお願いします。 

 

議長     しない。 

 

議長     以上で月例総会を終了いたします。 

 

閉会時刻  午後 3時 02分 
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        会長（議長）               ㊞ 

 

 

 

 

        議事録署名人               ㊞ 

 

 

 

 

        議事録署名人               ㊞ 


